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〔消防法〕 

第１章   第２条（用語の定義） 

第２章   第８条（防火管理者）  

      第８条の２（統括防火管理者） 

第８条の２の４（避難上必要な施設等の管理） 

第８条の２の５（自衛消防組織） 

第９条（火を使用する設備、器具等に対する規制） 

第９条の４（指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの基準等） 

第３章   第１０条（危険物の貯蔵、取扱いの制限等） 

第１３条（危険物の保安を監督する者） 

第４章   第１７条（消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外） 

第５章   第２３条の２（火災警戒区域の設定） 

第６章   第２４条（火災発見の通報） 

第２５条（応急消火義務等） 

第８章   第３６条（防災管理者等） 

 

〔消防法施行令〕 

第１章   第１条の２（防火管理者を定めなければならない防火対象物等） 

      第３条（防火管理者の資格） 

第３条の２（防火管理者の責務） 

第３条の３（統括防火管理者を定めなければならない防火対象物） 

第４条（統括防火管理者の資格） 

第４条の２（統括防火管理者の責務） 

第４条の２の３（避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物） 

第４条の２の４（自衛消防組織の設置を要する防火対象物） 

第４条の２の５（自衛消防組織を置かなければならない者） 

第４条の２の６（消防計画における自衛消防組織の業務の定め） 

第４条の２の７（自衛消防組織の業務） 

第５条（対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準） 

第５条の２（対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準） 

第２章   第６条（防火対象物の指定） 

第７条（消防用設備等の種類） 

第１０条（消火器具に関する基準） 

第１１条（屋内消火栓設備に関する基準） 

第１２条（スプリンクラー設備に関する基準） 

第１３条（水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物） 



第１４条（水噴霧消火設備に関する基準） 

第１５条（泡消火設備に関する関する基準） 

第１６条（不活性ガス消火設備に関する基準） 

第１７条（ハロゲン化物消火設備に関する基準） 

第１８条（粉末消火設備に関する基準） 

第２１条（自動火災報知設備に関する基準） 

第２１条の２（ガス漏れ火災警報設備に関する基準） 

第２３条（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準） 

第２４条（非常警報器具又は非常警報設備に関する基準） 

第２５条（避難器具に関する基準） 

第２６条（誘導灯及び誘導標識に関する基準） 

第２８条（排煙設備に関する基準） 

第２９条（連結送水管に関する基準） 

第６章   第４５条（防災管理を要する災害） 

第４６条（防災管理を要する建築物その他の工作物） 

第４７条（防災管理者の資格） 

第４８条（防災管理者の責務） 

第４８条の２（統括防災管理者の資格） 

第４８条の３（統括防災管理者の責務） 

 

〔消防法施行規則〕 

第１章の２ 第３条（防火管理に係る消防計画） 

第４条（防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画） 

第４条の２の２（避難上有効な開口部） 

第４条の２の３（避難上有効な構造を有する場合） 

第４条の２の１０（消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項） 

第２章   第５条の２（避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階） 

第６条（大型消火器以外の消火器具の設置） 

第７条（大型消火器の設置） 

第９条（消火器具に関する基準の細目） 

第１２条（屋内消火栓設備に関する基準の細目） 

第１３条の６（スプリンクラー設備の水源の水量等） 

第１４条（スプリンクラー設備に関する基準の細目） 

第１５条（開口部に設置する防火設備） 

第１６条（水噴霧消火設備に関する基準） 

第１８条（泡消火設備に関する基準） 

第１９条（不活性ガス消火設備に関する基準） 

第２０条（ハロゲン化物消火設備に関する基準） 



第２１条（粉末消火設備に関する基準） 

第２４条（自動火災報知設備に関する基準の細目） 

第２４条の２（自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準） 

第２４条の２の２（ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等） 

第２４条の２の３（ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目） 

第２４条の２の４（ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準） 

第２５条（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準） 

第２５条の２（非常警報設備に関する基準） 

第２７条（避難器具に関する基準の細目） 

第２８条の３（誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目） 

第３０条（排煙設備に関する基準の細目） 

第３１条（連結送水管に関する基準の細目） 

第５章   第４５条（火災警戒区域出入者） 

第４６条（応急消火義務者） 

第４７条（情報の提供を求めることができる者） 

第４８条（消防警戒区域出入者） 

第４９条（他の災害についての準用） 

第７章   第５１条の８（防災管理に係る消防計画） 

第５１条の１１の２（建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係

る消防計画） 

 

〔火災予防条例〕 

第３章   第３条（炉） 

第３条の２（厨房設備） 

第２８条（溶接作業等） 

第４章   第３０条（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項） 

第３１条（少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の４（百貨店等及び地下街における危険物の貯蔵及び取扱いの制限） 

第３３条（指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３４条の３（指定可燃物の保安計画の作成等） 

第５章   第３６条（消火器具に関する基準）～第４０条、第４１条～第４６条（連結送

水管に関する基準） 

第６章   第５０条の３（地下駅舎の管理） 

第５１条（百貨店等又は地下街の避難通路等） 

第５２条（避難経路図の掲出） 

第５３条の２（火災の予防又は避難に支障となる物件を置くこと等の行為の

禁止） 

第５４条（避難施設の管理） 



第５５条（一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の準

用） 

第５５条の２（防火設備の管理） 

第５５条の２の２（消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理） 

第５５条の２の３（防災センター要員） 

第５５条の３（防火管理者） 

第６章の２ 第５５条の４（自衛消防訓練等） 

第５５条の５（自衛消防活動中核要員） 

 

〔火災予防条例施行規則〕 

第１０条の３（危険物の性質に応じた遵守事項） 

第１０条の１５（出入口の付近等） 

第１１条の２の２（地下駅舎の防災管理室の構造、機能等） 

第１１条の２の３（地下駅舎の自衛消防の組織の装備） 

第１１条の２の６（避難経路図） 

第１１条の３（施錠に関する基準） 

第１１条の３の２（防災センターの構造、機能等） 

第１１条の３の３（防災センター要員の配置） 

第１１条の４（防火管理者の届出） 

第１１条の４の７（自衛消防訓練の実施結果記録書の様式等） 

第１１条の５（自衛消防活動中核要員の人員等） 

第１１条の６（自衛消防活動中核要員の装備） 

 

〔東京都震災対策条例〕 

第１章   第８条（都民の責務） 

第９条（事業所の基本的責務） 

   第１０条（事業所防災計画の作成） 

第１１条（事業所防災計画の届出） 

第２章   第３５条（施設の防災組織） 

第４２条（防災組織の訓練） 

第３章   第５１条（車両による避難の禁止） 

 

〔東京都帰宅困難者対策条例〕 

第１章   第３条（都民の責務） 

第４条（事業者の責務） 

第２章   第７条（従業者の一斉帰宅抑制） 

第３章   第１１条（安否確認手段の周知等） 

 



 

 

建 築 関 係 法 令 

〔建築基準法〕 

第１章   第２条（用語の定義） 

第２章   第３４条（昇降機） 

第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

第３章   第６４条（外壁の開口部の防火戸） 

 

〔建築基準法施行令〕 

第１章   第２条（面積、高さ等の算定方法） 

第４章   第１０８条（防火性能に関する技術的基準） 

第１０８条の２（不燃性能及びその技術的基準） 

第１０９条（防火戸その他の防火設備） 

第１１２条（防火区画） 

第５章   第１２０条（直通階段の設置） 

第１２１条（２以上の直通階段を設ける場合） 

第１２２条（避難階段の設置） 

第１２３条（避難階段及び特別避難階段の構造） 

第１２５条の２（屋外への出口等の施錠装置の構造等） 

第１２６条の２（排煙設備の設置） 

第１２６条の３（排煙設備の構造） 

第１２６条の４（非常用の照明装置の設置） 

第１２６条の５（非常用の照明装置の構造） 

第１２６条の６（非常用の進入口の設置） 

第１２６条の７（非常用の進入口の構造） 

第５章の４ 第１２９条の１３の３（非常用の昇降機の設置及び構造） 

 

 

 


